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発議第８号 

 

令和７年 12月４日 

 

 養父市議会議長 谷 垣  満   様 

 

提出者 養父市議会議員    西 垣   司 

 

賛成者 養父市議会議員    藤 原 芳 巳 

 

                     同       前 田   稔 

 

                     同       淨 慶 耕 造 

 

                     同       石 本   毅 

 

                     同       井 戸 弘 美 

 

                     同       深 澤   巧 

 

 

養父市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について 

 

 養父市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成 16 年養父市条例第

46号）の一部を改正したいので、別紙のとおり提出します。 

 

 （提出理由） 

  養父市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例（令和７年養父市条例第

29号）が令和７年９月 26日に公布され、令和８年１月１日から施行されることに

伴い、養父市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例について所要の改正

をするもの。
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   養父市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 養父市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成16年養父市条例第46号）の一部を次の表のように改正する。（下線の部分 

は改正部分） 

改      正      案 現          行 

（費用弁償） （費用弁償） 

第３条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するために旅行したとき

又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。 

第３条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するために旅行したとき

又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。 

２ 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、                              航空賃、

その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当とする。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食事料及び航空賃                                    

とする。 

３ 旅費の支給については、養父市職員等の旅費に関する条例（平成16年養

父市条例第56号）の規定を準用する。この場合において旅費を計算すると

きの経路起点は、当該議員の住所又は居住地とする。 

３ 旅費の支給については、養父市職員等の旅費に関する条例（平成16年養

父市条例第56号）の規定を準用する。この場合において旅費を計算すると

きの経路起点は、当該議員の住所又は居住地とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の養父市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以降に旅費を支給するとした旅行について適用し、施行

日以前に旅費を支給するとした旅行については、なお従前の例による。 


